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平成２１年第３回志賀町議会定例会会議録 

 平成２１年１０月１３日、第３回志賀町議会定例会を志賀町役場議場に招集した。 

（午前１０時０２分 開会） 

（出席議員） 

  １番  南   政 夫 

  ２番  橘   照 茂 

  ３番  下 池 外巳造 

４番  須 磨 隆 正 

  ５番  越 後 敏 明 

６番  田 中 正 文 

  ７番  寺 岡 真貴子 

  ８番  冨 澤 軒 康 

  ９番  櫻 井 俊 一 

１０番  林   一 夫 

 １１番  松 浦 恒 義 

 １２番  戸 坂 忠寸計 

１３番  小 田 芳 治 

１４番  辻   武 美 

１５番  久 木 拓 栄 

１６番  木 村 正 男 

１７番  山 本 辰 榮 

１８番  稲 村 幸 雄 

（議案説明のため出席した者の職氏名） 

  町     長    小 泉   勝 

  総 務 課 長    新 木 利 夫 

  富 来 支 所 長    小 山   剛 

企画財政課長    柴 田 一 廣 

  情報推進課長    石 川 喜 治 

  税 務 課 長    藤 田 好 博 

  住 民 課 長    小 谷 正 衛 
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  子育て支援課長    狩 野   博 

  健康福祉課長    藤 沢 憲 雄 

 生活安全課長    横 川 外 治 

  商工観光課長    富 樫 一 就 

  農林水産課長    吉 村 收 市 

  建 設 課 長    西   清 一 

  上下水道課長    平 野 敏 一 

  富来病院事務長    高 瀬   清 

  会 計 管 理 者    堤 谷 一 博 

  学校教育課長    向 畠   登 

  生涯学習課長    萬 上   巧 

  代表監査委員    岡 部   修 

（職務のために出席した者の職氏名） 

議会事務局長     中 村 久 明 

書    記     西   清 孝 

書    記     岡 部 太 郎 

（議事日程） 

日 程 第 １  会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２  会期の決定 

日 程 第 ３  諸般の報告 

日 程 第 ４  町長提出 報告第１７号、議案第８０号ないし第１００号、認定第

１号ないし第１３号（提案理由説明） 

 

（ 開 会 ・ 開 議 ） 

戸坂 忠寸計議長 ただ今から平成２１年第３回志賀町議会定例会を開会し、直ちに本日

の会議を開きます。 

         議会だより掲載のため、写真撮影を許可します。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

日程第１．会 議 録 署 名 議 員 の 指 名 
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戸坂 忠寸計議長 日程に入り、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員に 

１５番 久木 拓栄 君、 

１６番 木村 正男 君を指名します。 

 

日程第２．会 期 の 決 定  

戸坂 忠寸計議長 次に、会期の決定を行います。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１０月２６日までの１４日間にしたいと

思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

(異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし) 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

         よって、本定例会の会期は、本日から１０月２６日までの１４日間に

決定しました。 

 

日程第３．諸 般 の 報 告 

戸坂 忠寸計議長 続いて、諸般の報告を行います。 

         諸般の報告は、お手元に配布のとおりであります。 

         諸般の報告を終わります。 

 

日程第４．町長提出 報告第１７号、議案第８０号ないし第１００号、認定第１号

ないし第１３号 

（提 案 理 由 説 明） 

戸坂 忠寸計議長 次に、本日町長から提出のありました、報告第１７号及び、議案第８

０号ないし第１００号並びに、認定第１号ないし第１３号に対する提案

理由の説明を求めます。 

小泉町長。 

小泉  勝町長 はい、議長。 

       本日、平成２１年第３回志賀町議会定例会が開催されるにあたり、提
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出議案の説明に先立ち、今後の町政運営に対する所信の一端を申し上げた

いと思います。 

先の志賀町長選挙におきましては、町民の皆様方から熱く、力強いご支

援をいただき町政の執行にあたらせて頂くことになりました。 

まさに身に余る光栄でありますとともに、あらためてその責任の重大さ

を痛感しているところであります。 

国においては、政権が交代をし、これまでの政策が大きく方向転換して

行こうとするおり、地方にとっては不安定な状況が続いていくと思われま

す。 

このような状況の中で、今後、時代の一時的な流れに左右されることな

く長期的な視点で行政改革を進めながら、町政運営を推進して行きたいと

考えておりますので、議員の皆様方の御理解と御指導、御鞭撻のほど、よ

ろしくお願いを申し上げます。 

私は、先の町長選挙で実に多くの人たちにお会いし、いろいろな人たち

から、ご意見、期待、希望、喜び、不安、悩みなどの様々なお話を聞きま

した。 

そこで、感じたのは「町政は、町民目線で行われるべきだ」ということ

でした。 

 町民の目線で必要なもの、不必要なもの、不足しているものを判断し、

町民の暮らしを第一に考えた町政を行うことで、弱い立場の人たちには優

しく、すべての町民に公平で、頑張った人が報われる町づくりを進めてい

くことができると考えています。 

このような町づくりを実現するため、町長談話室を設置し、町民の生の

声を聞きながら、町民が幸せを実感できる町づくりを目指して、次の５項

目の「拓く（ひらく）」を重点施策として実施していきます。 

        「拓く」とは、開拓するとか開墾する、或いは閉じふさがっていたもの

が開け広げられるという意味を持ちます。 

        これから新たな町政を切り開き、新たな視点で行政を推進し、町民の皆

様と共に歩む町政の実現を目指すために掲げたものであります。 

        まず、１つは、「健全財政を拓く」ことです。 
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 財政健全化への取り組みとして、投資的経費を抑制しつつ、全ての事業

の一斉点検を行い、必要なものとそうでないものとの判断の中で、事業の

中止、縮小、継続を決定し、財政改革への具体的な対策をまとめ、実行し

ていきます。 

２つ目は、「若者の雇用を拓く」ことです。 

能登中核工業団地への企業誘致を推進し、新たな企業立地の実現による

若者の雇用の場の創出に努めます。 

また、短期的には、非常に厳しい雇用状況が続いている中で、働く機会

に恵まれない就職希望者に対して、簿記やパソコン教室、或いは資格取得

などの就職支援制度を新設することにより「やる気」を支援いたします。 

３つ目は、「地場産業の元気を拓く」ことです。 

志賀町の有力な地場産業は農業と漁業です。 

しかしながら、農業と漁業はともに価格の低迷、輸入品の増加、消費者

の落ち込みなどによる厳しい経営状況に加え、従事者の高齢化と後継者不

足など、それぞれ多くの問題をかかえています。 

こうした状態を打破するために、農商工連携を推進していきます。 

素材を提供する側の第１次産業である農業、漁業と、それに付加価値を

付けて加工する第２次産業、それを販売する第３次産業の各事業者が、お

互いの強みを活かし、新たな商品開発やサービスを創出するために業種を

超えて連携する取り組みを支援し、地場産業はもとより、町全体の産業の

活性化を図っていきます。 

４つ目は、「暮らしの安心を拓く」ことです。 

笑顔で安心して暮らせる町づくりを進めるため、各地域で懸案となって

いる課題を速やかに解決する道筋を付けることが必要です。 

そのためには、町民の皆様の声を直接聞いて行政に反映することが欠か

せません。タウンミーティングの開催や町長談話室を設置し、町民の皆様

から生の声をお聞きしようとするのは、そのためです。 

        いろいろなご意見をうかがいながら、町民の皆様、中でも高齢者にやさ

しい、高齢者が安心して生活してゆける地域づくりを進めます。 

        ５つ目は、「地元を愛する心と基礎学力を育てる教育を拓く」ことであ
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ります。 

子供たちは、かけがえのない町の宝です。子供たちに将来大きな負担を

残さず、大きな可能性を大きく開花させるため、幼児期から小学校低学年

までの間に、基礎学力の向上を目指していきます。 

        また、幼いころから志賀町の伝統文化に触れる機会を増やし、地元への

愛着心を育て、一人でも多くの子供が地元に定着し、町づくりの担い手と

して活躍してもらいたいと願っています。 

        こうした５つの「拓く（ひらく）」を重点目標として、町政の推進を

図っていきたいと考えておりますので、議員の皆様方におかれましては、

是非御理解と御協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。 

さて、本定例会に提案を申し上げ、御審議いただく案件は、報告１件、

平成２１年度の各会計の補正予算、条例の一部改正、工事請負契約の議決

の一部変更、町道路線の変更、公有水面埋立てに対する意見など２１件の

議案及び平成２０年度各会計の決算認定が１３件、合わせて３５件であり

ます。 

まず、報告第１７号 損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定につ

いては、保育園送迎用のマイクロバスが対向車と交差する際に誤って和解

相手方の車庫の屋根に接触し損害を与えたことから、その修繕費として損

害賠償額２万４千円を支払いすることで和解し、平成２１年８月１９日に

専決処分しましたので、関係法令に基づき議会にご報告するものでありま

す。 

議案第８０号から議案第９０号までは、平成２１年度各会計に係る補正

予算であります。 

議案第８０号 平成２１年度志賀町一般会計補正予算（第２号）につい

ては、年度当初の人事異動に伴う人件費の組み替え及び国の一次補正に基

づく「経済危機対策」による公共事業費や災害復旧費の追加、その他所要

の補正を行うもので、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５億２，３００万７

千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１５２億９，４９３万７千

円とするものであります。 

議案第８１号 平成２１年度志賀町国民健康保険特別会計補正予算（第
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１号）については、平成２０年度の医療費が確定したことに伴う負担金及

び交付金の精算、並びに平成１９年度の高齢者医療制度円滑導入事業費補

助金の交付額の確定に伴い、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５万２千円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８億２，３７２万１千円とする

ものであります。 

議案第８２号 平成２１年度志賀町老人保健特別会計補正予算（第１

号）については、平成２０年度の老人保健医療給付費交付金の額の確定に

伴う増額補正であり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１万２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ８９０万７千円とするものであります。 

議案第８３号 平成２１年度志賀町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）については、平成２０年度決算に伴い、歳入の繰越金及び歳出

の広域連合納付金と保険料還付金を増額するもので、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ６３万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億７

３７万９千円とするものであります。 

議案第８４号 平成２１年度志賀町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）については、人事異動に伴う人件費、共済費の増額を行うもの

で、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１６８万３千円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ８億３，１５７万２千円とするものであります。 

議案第８５号 平成２１年度志賀町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）については、処理場管理費の増加に伴う増額補正で、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ１１６万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１４億３，５２４万３千円とするものであります。 

議案第８６号 平成２１年度志賀町介護保険特別会計補正予算（第１

号）については、平成２０年度決算に伴う繰越金の増額及び国庫支出金等

の精算返戻金、介護給付費準備基金積立金の補正が主なもので、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ９，１４０万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２５億２７９万６千円とするものであります。 

議案第８７号 平成２１年度志賀町立診療所事業特別会計補正予算（第

１号）については、平成２０年度決算に伴う繰越金の増額及び欠員となっ

た看護師の補充による人件費、医業費の補正が主なもので、歳入歳出予算
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の総額にそれぞれ２，４２１万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１億６，６３０万７千円とするものであります。 

議案第８８号 平成２１年度志賀町ケーブルテレビ事業特別会計補正予

算（第１号）については、人事異動に伴う人件費及び新規加入者増に伴う

工事請負費等の補正で、７８７万４千円の組み替えを行うものであります。 

議案第８９号 平成２１年度志賀町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついては、人事異動に伴う人件費及び住民情報システム更新に伴う水道料

金システム賃借料の増額のほか、事業費の増加による増額を行うもので、

収益的収支では、収入で３６万５千円、支出で３０７万円をそれぞれ追加

し、資本的収支では、支出に８，８７７万５千円を追加するものでありま

す。 

議案第９０号 平成２１年度志賀町立富来病院事業会計補正予算（第１

号）については、人事異動等に伴う人件費、共済費の補正で、収益的収支

の支出に１５７万６千円を追加し、資本的収支では、看護師等修学資金貸

付金を増額するため、支出に６０万円を追加するものであります。 

議案第９１号 志賀町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

は、制度改正に伴い退職被保険者数が半減したことに伴い、条例中に国保

運営協議会の委員として規定されている「被用者保険等保険者を代表する

委員１名」を削除するための改正であります。 

議案第９２号 志賀町営住宅管理条例の一部を改正する条例、議案第９

３号 志賀町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例、及び議案

第９４号 志賀町高齢者福祉住宅管理条例の一部を改正する条例について

は、条例に規定してある住宅の明け渡し条件として、「暴力団員及び同居

親族が暴力団員であることが判明した場合」を条文に追加するための改正

及びその他所要の改正を行うものであります。 

議案第９５号 志賀町ケーブルテレビ施設条例の一部を改正する条例に

ついては、本年１２月１日から志賀町ケーブルテレビにおける有料チャン

ネルプランに、新たに１プラン追加するため、所要の改正を行うものであ

ります。 

議案第９６号「工事請負契約の締結について」の議決の一部変更につい
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ては、平成２１年２月６日に議決をいただき、大和建設株式会社 代表取

締役 池田征舟と７，１０３万２，５００円で工事請負契約を締結した

「志賀町定住促進住宅地造成事業（拠点公園及び緑道整備工事）」におい

て、拠点公園に遊具や園路等の施設整備の追加を行うもので、請負金額を

７３７万１千円増額し、変更後の契約額を７，８４０万３，５００円とす

るものであります。 

議案第９７号「工事請負契約の締結について」の議決の一部変更につい

ては、平成２１年７月１７日に議決をいただき大和建設株式会社 代表取

締役 池田征舟と９，１１９万５，６５０円で工事請負契約を締結した

「志賀町定住促進住宅地造成工事（第２工区：その１）」において、既に

発注済みの「志賀町定住促進住宅地造成事業（拠点公園及び緑道整備工

事）」と請負者が同一であり、近接施工で工期も重複していることから、

合算で諸経費調整することに伴う減額で、請負金額を４８２万２，６５０

円減額し、変更後の契約額を８，６３７万３千円とするものであります。 

議案第９８号「工事請負契約の締結について」の議決の一部変更につい

ては、平成２１年６月１５日に議決をいただき石田工業株式会社 代表取

締役 辻口光政と７，８００万４，５００円で工事請負契約を締結した

「平成２１年度領家漁港第２防波堤改良工事」において、事業の促進を図

るために施工延長を５ｍ延伸するもので、請負金額を１，８５９万５，５

００円増額し、変更後の契約額を９，６６０万円とするものであります。 

議案第９９号 公有水面埋立てに対する意見については、富来漁港の一

部である西海風戸ロ２０４の１地先ほかを１，５９２.26 平方メートル埋

立て漁港施設用地にするにあたり、石川県知事から諮問があったので、関

係法令の規定に基づき、意見を付して議会の議決を求めるものであります。 

        議案第１００号 志賀町道路線の変更については、町道第３２１号末吉

畷線の終点を新たに５０ｍ追加して認定しようとするもので、これに伴い

終点の地番を末吉畷４５番１地先から末吉畷４６番２地先に変更するにあ

たり、議会の議決を求めるものであります。 

次に、認定第１号から認定第１３号までについては、平成２０年度の一

般会計など１３会計の決算について、関係法令に基づき監査委員の意見を
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付して議会に提出し、認定を求めるものであります。 

なお、決算の内容については、別途説明させていただきますので、本日

の説明を省略させていただきます。 

        以上、本定例会提出案件３５件についての概要説明を終わらせていただ

きますが、詳細につきましては、議事の進行に従い、私又は関係職員が説

明にあたりますので、議員各位におかれましては、何とぞ慎重なる御審議

のうえ、適切なる御決議を賜りますようお願いを申し上げます。 

 

戸坂 忠寸計議長 説明を終わります。 

 

（  休   会  ） 

戸坂 忠寸計議長 続いて、休会の件について、お諮りします。 

         議案調査等のため、明１４日から１５日までの２日間、休会としたい

と思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数あり、異議を唱えるものなし） 

戸坂 忠寸計議長 異議なしと認めます。 

よって、明１４日から１５日までの２日間、休会とすることに決定し

ました。 

次回は、１０月１６日午前１０時から会議を開きます。 

本日は、これで散会します。 

（午前 １０時２２分 散会） 
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議 長 報 告 

１．議長報告第２４号 

  例月出納検査結果報告について 

  （平成２１年７月２１日実施分） 

   

２．議長報告第２５号 

  入札結果報告について 

  （平成２１年７月１４日  １８件） 

（平成２１年７月２２日   ７件） 

（平成２１年８月 ４日  １２件） 

（平成２１年８月 ６日  １３件） 

（平成２１年８月１９日  ２２件） 

（平成２１年８月２６日  ２１件） 

（平成２１年８月２７日  １２件） 

（平成２１年９月２９日   ４件） 

 

３．議長報告第２６号 

  定期監査の監査結果報告について 

  （平成２１年６月２６日実施分） 

 

４．議長報告第２７号 

  財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

   

５．議長報告第２８号 

  羽咋郡市広域圏事務組合規約の一部変更に関する意見書の回答について 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

志賀町議会議長 

 

 

 

  志賀町議会議員 

 

 

 

  志賀町議会議員 

 


